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口
頭
弁
論
で
は
、
国
か
ら
示

さ
れ
た
準
備
書
面
に
対
し
、
原

告
側
が
８
月
末
ま
で
に
準
備
書

面
を
提
出
し
、
第
三
回
口
頭
弁

論
は
９
月
12
日
に
開
か
れ
る
こ

と
が
決
ま
っ
た
。
口
頭
弁
論
の

後
、
原
告
団
は
弁
護
士
会
館
で

記
者
説
明
会
を
行
い
、
８
社
が

参
加
し
た
。

法
律
に
よ
る

 

委
任
の
有
無
と
範
囲
が
争
点

　

国
は
準
備
書
面
の
中
で
、
保

険
医
療
機
関
等
が
行
う
「
療
養

の
給
付
」
は
公
法
上
の
契
約
で

あ
り
、
受
給
資
格
の
確
認
等
、

保
険
診
療
に
係
る
一
連
の
事
項

を
併
せ
て
実
施
す
る
こ
と
が
当

る
体
制
整
備
等
に
と
ど
ま
り
、

限
定
的
な
も
の
だ
と
主
張
し
て

い
る
。

　

し
か
し
、
東
京
保
険
医
協
会

が
実
施
し
た
「
オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ブ
ル
事

例
ア
ン
ケ
ー
ト
」
で
は
、
オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
を
実
施
し
て

い
る
医
療
機
関
の
66
・
５
％
で

ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
、
対
応
に

多
大
な
労
力
を
割
か
れ
て
い
る

の
が
現
状
だ
。
義
務
化
の
前
提

と
な
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

シ
ス
テ
ム
自
体
が
信
頼
性
に
乏

し
く
、
欠
陥
を
抱
え
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　

記
者
説
明
会
で
は
、
導
入
義

務
化
の
実
施
に
よ
り
閉
院
に
追

い
込
ま
れ
た
医
療
機
関
の
事
例

や
、
個
別
指
導
を
活
用
し
て
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
体
制
整

備
を
求
め
ら
れ
て
い
る
実
態
も

指
摘
し
た
。

　

喜
田
村
弁
護
士
は
、「
国
の

主
張
は
、
法
律
論
と
し
て
も
、

保
険
医
療
機
関
等
へ
の
多
大
な

負
担
と
い
う
事
実
認
識
の
面
で

も
間
違
っ
て
い
る
こ
と
を
、
準

備
書
面
で
明
ら
か
に
し
て
い
き

た
い
」
と
決
意
を
述
べ
た
。

　

須
田
原
告
団
長
は
、「
現

在
、
提
訴
に
向
け
て
準
備
を
進

め
て
い
る
第
三
次
訴
訟
と
合
わ

せ
る
と
１
３
０
０
人
を
超
え
る

原
告
団
に
な
る
見
込
み
だ
」
と

の
展
望
を
述
べ
た
。

　

記
者
説
明
会
に
参
加
し
た
原

告
医
師
が
ひ
と
り
ず
つ
発
言

し
、「
テ
ナ
ン
ト
の
許
可
が
得

ら
れ
な
け
れ
ば
、
回
線
工
事
が

物
理
的
に
不
可
能
な
医
療
機
関

も
あ
る
」「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対

策
の
負
担
が
医
療
機
関
に
押
し

付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
医
療
機

関
で
行
え
る
対
策
に
は
限
度
が

あ
り
、
求
め
ら
れ
る
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
が
確
保
で
き
な
い
」「
認

知
症
な
ど
の
患
者
に
は
マ
イ
ナ

カ
ー
ド
の
管
理
は
不
可
能
だ
」

「
自
分
自
身
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
を

所
持
し
て
い
な
い
。
強
制
さ
れ

る
理
由
が
理
解
で
き
な
い
。
徹

底
し
て
対
抗
し
た
い
」
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
が
訴
訟
に
加
わ
っ
た

思
い
を
語
っ
た
。

然
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

健
康
保
険
法
70
条
１
項
は
、
こ

れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
も
省
令

で
あ
る
療
養
担
当
規
則
に
広
く

委
任
し
て
お
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
の
原
則
義
務
化
は
違

法
・
違
憲
で
は
な
い
と
主
張
し

て
い
る
。

　

し
か
し
、
健
康
保
険
法
は
、

公
法
上
の
契
約
に
つ
い
て
一
律

に
省
令
に
委
任
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
委
任
す
る
か
否
か
、

ま
た
委
任
す
る
場
合
の
範
囲
に

つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
個
々

の
条
文
を
通
じ
て
定
め
て
い

る
。

　

弁
護
団
の
主
任
代
理
人
で
あ

る
喜
田
村
洋
一
弁
護
士
は
、「
法

律
全
体
を
読
め
ば
個
別
の
論
点

に
つ
い
て
も
委
任
し
た
こ
と
に

な
る
、
と
い
う
国
の
主
張
に
は

無
理
が
あ
る
」
と
指
摘
し
、
こ

の
点
が
国
の
主
張
に
対
す
る
反

論
の
主
眼
だ
と
述
べ
た
。

オ
ン
資
の
ト
ラ
ブ
ル
が
続
出

　

準
備
書
面
に
お
い
て
、
国

は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ

ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
る
メ
リ
ッ

ト
を
強
調
す
る
一
方
、
原
則
義

務
化
に
伴
う
医
療
機
関
等
の
負

担
は
、
受
給
資
格
の
確
認
に
係

口頭弁論後に行われた記者説明会では、各社から主な争点や今
後の展望、原告団の規模など、様々な質問が出た（６月29日、
弁護士会館）

　

６
月
29
日
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
義
務
不
存

在
確
認
等
請
求
訴
訟
」（
原
告
１
０
７
５
人
）
の
第

二
回
口
頭
弁
論
が
東
京
地
裁
（
岡
田
幸
人
裁
判
長
）

で
開
か
れ
た
。
須
田
昭
夫
原
告
団
長
を
は
じ
め
、
原

告
８
人
が
原
告
席
で
審
理
に
臨
ん
だ
。

オン資「義務化」撤回訴訟　第二回口頭弁論

国が書面提出 主張が明らかに国が書面提出 主張が明らかに

9/12
◎第3回「口頭弁論」
◎記者・原告説明会
裏面案内を参照

ぜひご参加ください！



　弁護団は第３回口頭弁論で、被告（国）の主張に対して反論・反証する
準備書面を提出しました。原告側の主張を解説する記者・原告説明会を口
頭弁論後に開催いたします。原告であればどなたでも予約なしで出席でき
ます。ご参加をお待ちしております。

【日 時】9月 12日（火）15：45～
【場 所】航空会館201会議室（〒105-0004 東京都港区新橋1-18-1）
＜最寄駅＞
・都営地下鉄三田線「内幸町駅」 A2出
口から約1分

・東京メトロ銀座線・都営浅草線「新
橋駅」 出口7から約 4分

・ＪＲ「新橋駅」 日比谷口から約 5分

・東京メトロ千代田線・日比谷線「霞ヶ
関駅」 C4出口 から約8分

・東京メトロ丸ノ内線「霞ヶ関駅」 B2
出口から約10分

前回の記者説明会の模様

記者・原告説明会のご案内記者・原告説明会のご案内

第３回「口頭弁論」傍聴のご案内第３回「口頭弁論」傍聴のご案内
【日 時】　９月12日（火）15：00～
※15分程度の開催となる見込みです。

【会 場】　東京地方裁判所 419号法廷（※下図参照）
〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4
＜最寄駅＞
・東京メトロ丸ノ内線、日比谷線、千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から約1分
・東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から約3分
・都営地下鉄三田線「内幸町駅」から約10分
・都営地下鉄三田線「日比谷駅」から約13分

　原告の先生方におかれましては、ぜ
ひ傍聴をお願いいたします。
　手荷物検査を受けた後、弁論開始時
刻までに 419 号法廷に余裕を持って入
室してください。

【問合せ】
原告団事務局（東京保険医協会内 訴訟
ワーキンググループ担当宛）
TEL：03-5339-3601


